
 

 
令和８年度事業計画 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

1．総会 

（１）第 1 回 定例総会 

 日 時： 令和８年６月１０日（水）１５：００～１６：００   

 会 場： 京都私学会館 

 議 案： ①令和７年度事業報告（案） 

      ②令和７年度収支決算報告（案）並びに監査報告 

      報告事項・その他 

 

（２）第２回 定例総会 

 日 時： 令和９年２月下旬  

 会 場： 京都私学会館 

 議 案： ①令和９年度事業計画(案) 

      ②令和９年度収支予算(案) 

            報告事項・その他 

 

2．理事会 

通常理事会は年４回。（定例総会の前に２回開催） 
その他、事業を行う前に会長が必要と認めた時に開催する。 

 

3．研修事業計画 

（１）広報研修会 令和８年７月中旬 

  （参加規模）  約５０名 
  （テ ー マ）  未 定 
  （講 師）  未 定   
   学齢人口減少や進路の多様化、高校教育現場における大学中心の進路指導など、専 
  門学校の広報活動の厳しい状況を研修する。また高校生の進路動向や効果的な広報活 

動のあり方などをテーマとし、各校の学生募集活動の第一線で活躍されている教職員 
の方々を対象に研修を行い実践力を高める。 

  
（２）体育研修大会 令和８年１０月１７日（土） 
（会 場）  島津アリーナ京都（京都府立体育館） 

  （参加規模）  約９００名 
  （テ ー マ）  ○バレーボール技術研修 ○卓球技術研修  



 

京都府内の専修学校各種学校の学生ならびに教職員の体位向上と学校相互の親睦をは

かるために体育大会を開催する。競技については、例年通りバレーボール競技、卓球競

技を行う。バレーボールの審判については、京都クラブバレーボール連盟に依頼する。 
 

（３）府外研修会  
国内研修 

    （研 修 先） 未 定  
    （参加規模） 約２０名 
   各校の代表者・管理者・教職員を対象として、府外有数の優れた職業教育を行ってい  

る専門学校を訪問し、キャンパスの見学や教育方針など教育実情を視察、学校運営の参

考とする。 
    
(４)新任教員研修会  令和８年１０月２４日（土）、１１月７日（土）、１４日（土）                  

（参加規模）  約５０名  
①  教員対象研修会 約２５名  
②  学生対象研修会（卒業見込み者）約２５名 

   （カリキュラム）「専修学校教育における職業教育」 
「学生教職員のための実践心理」 
「総合自由科目」 

（講 師）  外部講師 大学等において教職課程担当の経験等を有する学識経験者。 
             内部講師 担当する研修科目について、相当の能力を有すると認められ 

る専修学校各種学校の設置者、校長及び教員。 
    この研修は一般財団法人職業教育・キャリア教育財団 京都府研究研修事業支部委員 

会として行う。研修の受講資格は専修学校設置基準に定められた教員の資格を有する 

者で専修学校教員の職にある者、並びにこれを志望する者とする。この研修は専修学校

教員として必要な基礎知識を身につけさせることを目的とし、そのカリキュラムに基づ

いて研修する。また、研修４８単位を修了した者は認定の資格要件を満たした時点で、

教員の認定を受けることができる。  
 

（５）教員研修会  令和８年９月中旬 

（参加規模）   約３０名   
  （カリキュラム）  未 定 
    複雑化する教育環境の中、教員には学校運営・教育実践・後輩教員の指導等、学校 

教育の中核としての役割を果たすことが求められており、より一層職務に関する専門 
知識・幅広い教養等の修得の必要性が高まっている。この研修は、教員として学校運 
営への参画に必要な資質・能力の育成を図り、学校教育の実践で生かされることを目 
的とする。 

 
 



 

 
（６）人権教育研修会   令和８年１２月４日（金） 

  （参加規模）   約３０名 
  （テーマ・講師） 「人権問題について」 京都府派遣講師 
    京都府派遣講師により人権問題について研修会を行う。基本的人権に係る問題を解 
   決するために、正しい理解と認識を深め「差別をなくそうとする人間を育成」する教 

育活動を実践する。各校での人権教育の推進をはかるための研修とする。     
 

（７）代表者・管理者研修会 令和９年２月下旬 

  （参加規模）   約３０名 
  （テ ー マ）   未 定 
    学生指導や、危機管理、ハラスメント防止など学校運営においての様々な問題につ 
   いて対応できるよう具体的な対応策等について、各校の代表者・管理者を対象に研修 
   を行い、今後の学校経営の参考とする。 
 

4．広報事業計画 

（１）学校概要 （Ａ４版４色印刷）             8,000 部 
     ポスター （Ａ２サイズ）               1,300 枚 

 
（配布計画）中学校 京都府内全域 163 校 

         高  校 京都府内全域 129 校（日本語学校 12、通信制単位制 13 含） 
        近畿各府県・中部地方・北陸地方・中国地方・四国地方約 822 校  

その他 教育委員会、企業 213 社（就職先）、会員校 他  
   会員校の学校概要を紹介し、府内専修学校・各種学校に対する理解を深めていただく

ことを目的とする。概要冊子は京都府内高等学校、中学校、他府県の高等学校に配布し、

進路指導の参考として生徒一人一人が自らの力で学校の情報をしっかり収集して正しい

学校選びができるようにする。 
 

（２）協会ホームページ 

京専各協会の情報を発信する。ホームページの管理とともに会員校の更新及び新規情報

の改編をする。また協会事業、会員校のニュース・イベント等を掲載しホームページの充

実を図る。ビジターに会員校のホームページへ誘導する“ポータルサイト”として機能さ

せ、より多くのビジターに閲覧・活用頂けるよう広報の強化を図る。 
 
 
 
 
 



 

5．表彰事業計画 

（１）京都府知事表彰 令和８年１２月４日（金）人権研修会と併せて挙行 
     該当表彰    教育功労表彰・永年勤続表彰 
   （教育功労表彰）京都府内の私立学校教育に永年にわたり従事し、その功績が特 

に顕著な者を知事が表彰する。 
   （永年勤続表彰）学校教育に 25 年以上従事し、京都府内の私立学校の教育に  
           10 年以上従事する者を知事が表彰する。  
 
（２）一般財団法人 職業教育・キャリア教育財団 理事長表彰 

  教職員  令和９年２月（各会員校で授与） 
   学習者  令和９年３月（各学校卒業式で授与） 
    専修学校各種学校の教員もしくは職員として勤務成績が優秀で、専修学校各種学校教 

育の発展向上に寄与した功績が著しく、規定の在職期間を経過した者が表彰される。ま

た、在学中の学業成績が優秀であると認められる学生・生徒が表彰される。 
 
（３）一般社団法人 京都府専修学校各種学校協会 会長表彰 

   学習者  令和９年３月（各学校卒業式で授与） 
    在学中の学業成績が優秀であると認められる学生・生徒が表彰される。 
 

6．留学生支援事業 

   令和３年度から３年にわたり、文部科学省委託事業「専修学校留学生の学びの支援推

進事業」を受託した。外国人留学生獲得のためのマーケティング強化と『専修学校の街、

京都』の認知度向上を目指し、行政、会員校、関係教育機関および地域の産業界と連携

し、戦略的受入れに向けた体制整備をすすめてきた。 

令和６年度からは京都私学振興会の助成を受け京専各協会として自走化を図り、これま

での取り組みを活かしながら、更なる留学生の受け入れおよび支援強化をすすめており、

これを継続する。 

    

7．第三者評価機関設立に向けた準備・研究事業 

   令和８年４月施行の学校教育法改正により、専修学校における第三者評価が努力義務化

されることを踏まえ、評価の質の確保・向上を目的として、本協会において第三者評価機

関の設立を目指す。その準備の一環として、先進事例の視察等を実施する。 

 

 



 

8．その他 

（１）全国専修学校各種学校総連合会 近畿ブロック協議会 滋賀・奈良大会 

日 時  令和８年７月１０日（金） 
会 場 びわ湖大津プリンスホテル（予定） 
内 容 １．文科省・全専各 報告 

２．提案協議 
３．懇親会 

    全国専修学校各種学校総連合会会則に基づき、近畿地区各府県の専修学校各種学校の

相互の連絡協調並びに研究協議を行う。 
 
（２）公益財団法人 京都私学振興会賞表彰式典  未 定 

私学振興賞・文化スポーツ活動賞・特別賞・教育研究奨励金などの賞を設け、私学教    
育の充実発展に貢献した私学経営者や教員・学校・クラブ・生徒・団体を顕彰する。  

 


